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１．趣旨
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● 自民党のウラ金事件の本質は政党のガバナンスの欠如。
カネや派閥の問題はその現れにすぎない。

● 根本解決のためには「政党法」の制定など、ガバナンスの確立が不可欠。

● 会社や公益法人には、詳細なガバナンスルールがある。
そして非上場より上場、一般法人より公益法人など、公益性が高いほどルールが
より厳しい。
どの法人よりも公益性が高い政党にガバナンスルールがないのは、先進国に例を
見ない後進状況。

● 既存の制度で選ばれた政治家、政党が自らこのルールを作ることは考えにくい。
したがって民間からの働きかけが不可欠。



２．政治資金に関する問題
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● 政治家は政治団体をいくつでも持つことができ、しかも政党支部も実質的
に個人の政治団体の一つとなっている。そしてこれらの間の資金の移動は
ほぼ自由にできる。

● 収支報告書の作成、公開が不十分なため、外部の目が届きにくく、政党や
政治家のカネの全容が分からない。

● 収支報告の監査は義務付けられているが、「外形的、定型的」監査である
ため、効果はないに等しい。

（参考資料参照）



（１）資金管理団体の一本化
国会議員に関連する政治資金管理団体を1つに限定する。

（２）財務情報の全面公開
収支報告書（連結ベース）及び賃借対照表と外部監査結果をすべてインターネット

上でデータとして公開する。

（３）「外部監査」の義務化
政党と国会議員の連結収支報告書及び賃借対照表を、外部の公認会計士、税理士ま

たは監査法人が監査を行うことを義務付ける。また、単なる「合規制」のチェックで
はなく、監査基準を明確にしたうえで、支出目的の是非にまで踏み込んだチェックを
行う。

（４）資金管理団体の相続の禁止
資金管理団体が相続／贈与の抜け道になっていることを改める。

３．解決策（構想日本の提言）
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提言①【政治資金の全容把握と情報開示の徹底】

「政治資金規正法」改正により



４．政党ガバナンスの主な項目
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【政治資金の全容把握と情報開示の徹底】が機能し、抜け穴をなくすには、政党ガバナンス
について明確に規定することが前提となる。

提言②【政党運営の権限と責任の明確化】

「政党法」制定により

(1)党の機関（主要機関、役員等）の権限、責任、任期を明確化する。

(2)政策や役員選任等について、党内の決定プロセスを明確化する。

(3)党と議員、党員の関係を明確にする。

(4)法律に基づき党則等の政党運営ルールを定めることを義務付ける。

(5)政党本部、支部の関係とそれぞれの権限、責任を明確化する。
（政党支部は行政単位ごとに１つに制限し、国会議員による支部長の兼任を禁止）

(6)党の設立、解散、合併等と資産の取り扱いについてのルールを規定する。



５．関連して検討すべきこと

6

（１）「政治活動」と「選挙運動」（公職選挙法）
政治活動と選挙運動の峻別は実質的に意味がないのみならず、「政策活動
費」の使途の不透明さを増幅することになっている。

（２）政党助成金（政党助成法）
全額を議席数と得票率に基づいて比例配分するのではなく、例えば総額の
半分を議席数と得票率に基づいて比例配分し、残りの半分は野党間で一定
の基準に基づいて配分する（ヨーロッパで浸透している与野党間のバラン
スをとる考えに基づき野党に手厚く政党助成金を分配する）。



参 考 資 料
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１．政治資金の「抜け道」

寄付の量的制限の概要
（総務省自治行政局選挙部政治資金課
「政治資金規正法のあらまし」より）

団体間の資金移動は自由
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２．“財布”が多いため、お金の流れの全体像がわからない

政治資金の流れと報告先

「政党支部」
（議員が支部長、複数可） 「その他の政治団体」

（後援会など、複数可）
「資金管理団体」

（議員が代表、一つだけ）

政党/政党支部、
政治団体 個人（議員本人含む） 企業・団体

過去には１４０もの政治団体を持つ議員もいた。報告書のコピーも容易ではないので、
議員が自発的に合計数字を公表しない限り、全容を知ることは実際上無理。

（選挙区にある）
都道府県選挙管理委員会

総務省

単一の県で
活動

複数の県で
活動

収入
（寄付、献金）

３種類の
“財布”

２ヶ所への
収支報告

× ×
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３．「政策活動費」

１）「政策活動費」とは何か、税金や非課税の政治資金を使っ
ているのだから、使途についてきちんとした説明が必要。

２）民間企業や団体が国や自治体から助成を受けると、極め
て詳細な収支報告書（領収書などの添付を含め）が求め
られ、説明がつかない金は返す必要がある。
ところが、政党助成金自体の収支報告書では抽象的な
「組織活動費」といった説明だけで、帳尻は常に「も
らった金＝すべて経費とした使った、すなわち残金ゼ
ロ」となっている。
一般国民や企業では考えられない甘さだ。

３）政党が党幹部に金を渡すと、それは受け取った議員個人
にとっては収入になる。税務上は「雑所得」となり、所
得税の対象だ。ところが、こちらも使途の詳細な説明はな
いままに、すべて「必要経費として使い切った」というこ
とになっている。おそらく「必要経費を控除して雑所得い
くら・・・」と言って税務署に申告している議員は与野党
ともにいないだろう。政治家個人に渡された資金は、政
治資金収支報告の対象になっていないから、使途はどこに
も出てこない。
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４．政治資金の構図

情報開示

党
（含む支部）

政治
団体

議員

寄付
パーティー集金

（非課税）

政党助成
議員経費
（税）

＜個人・企業・組合・・＞

＜国＞

チェック
監査

社 会
（有権者）

政治資金
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５．各党の改革案比較

＊2024年5月8日付朝日新聞デジタルより
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６．ドイツの政党法

出展：「ドイツの政党法」国立国会図書館 調査及び立法考査局 前専門調査員/政治議会調査室 主任 大曲薫、政治議会課 佐藤令（2020.12）

見出し 主な内容

第1章 総則（第1条～第5条） 政党の憲法上の地位及び任務、定義、当事者適格、名称、平等の取扱い

第2章 内部秩序（第6条～第16条）
党則・綱領の要件、党則・綱領及び役員の氏名・役職などの届出義務、党大会・理事会・仲
裁裁判所などの機関の必置、党員の権利、議決方法及び役員選出などの意思決定方法、
党内紛争の処理方法

第3章 候補者の推薦（第17条） 候補者推薦における秘密投票の義務付け

第4章 国庫補助（第18条～第22条） 一定の要件を満たす政党に対する国庫補助

第5章 会計報告（第23条～第31条）
会計報告書提出の義務付け、収入及び支出の定義、寄付の公開・受領に対する制限、会計
報告書の検査

第6章 不実の会計報告書に対する手続及び刑罰規定
（第31a条～第31d条）

違反行為に対する制裁としての国庫補助の返還及び刑罰等

第7章 違憲政党禁止の執行（第32条～第33条） 違憲宣告を受けた政党に対する措置

第8章 末尾規程（第34条～第41条） 党則の届出義務及び会計報告書の提出義務違反に対する制裁等
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